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次世代育成支援ための新たな制度体系の設計に関して（私見） 

 
「遊育」代表取締役 吉田正幸 

 
 次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に関して、次回の会合を欠席する関係で、これまでの

議論を踏まえて、以下のような意見を申し述べておきます。 
 
〔理念〕 

 新たな制度設計に際しては、まず基本理念を明確にするとともに、そのコンセンサスを得ておく必要

があると思います。その際、例えば「すべての子どもの最善の利益の保障」を基本理念に据えてはどう

かと考えます。その意味するところは、次のようなものです。 
○「すべての」 
・家庭の所得の多寡にかかわらず      ⇒ ex. 低所得家庭の利用料負担軽減など 
・家族構成にかかわらず          ⇒ ex. ひとり親家庭への支援など 
・親の就労の有無や形態にかかわらず    ⇒ ex. 在宅子育て家庭への支援 

                       病児・病後児保育の充実 
                       ワークライフバランスの実現など 

・親の養育力の程度にかかわらず      ⇒ ex. 社会的養護の充実など 
・子どもの障害の有無や程度にかかわらず  ⇒ ex. 障害児や発達障害への支援など 

○「最善の利益」 
・豊かで質の高い保育           ⇒ ex. 保育の質と専門性の確保 
                         保育環境の整備など 
・家庭や地域社会という子ども環境の再生  ⇒ ex. 家庭・地域社会への支援・貢献 

                          ＮＰＯや高齢者等の参画など 
 この理念は、格差社会と言われるような状況が進む中で、社会的排除が行われず、すべての子どもや

子育て家庭（さらには一般市民）が地域社会で共により良く暮らしていけるような「ソーシャル・イン

クルージョン」という理念とも合致しています。 
 また、こうした理念に基づいて、次世代育成支援（特にそのための財源の確保）が、次に述べるよう

な理由から「未来への有効な投資」であるということも、改めて確認しておく必要があります。 
○「未来への有効な投資」 
 ・重点戦略会議が言うように、持続的な経済発展に資する社会的コストである 
 ・ＯＥＣＤが言うように、子どもの発達を促進するためには、社会的な資源を投資する必要がある 
 ・イギリスのシュア・スタート・プログラムが目指すように、恵まれない地域や家庭を支援すること

で、貧困の連鎖から脱することができ、地域の活性化にもつながる 
 ・社会的排除をなくすための投資を行うことで、児童虐待の予防や子どもの健全育成につながる。 
 ・乳幼児期の子どもや家庭への支援を十分に行うことによって、子どもの健康や発達、学ぶ力の改善

が促され、家庭機能の改善やコミュニティの活性化なども図られる。 
  （不登校やドロップアウト、問題行動、病気、ニートなど諸問題の減少につながる？） 
 ・こうしたことによって、将来の社会的コストを下げることができ、結果的にトータルコストの低減

を図ることが可能になる 
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〔サービス提供の仕組み〕 

 保育サービスや子育て支援サービスを考える際には、主たる担い手としての「パブリック（公・公的・

公共）」の概念を改めて検討し、再整理する必要があると考えます。 
 これまで福祉分野では、パブリック＝官（行政、公立）という意識が強く、旧来の措置制度と相まっ

て硬直的、画一的なサービス提供に陥るきらいがありました。極論すれば、福祉サービスの配給制（福

祉食管制）という性格が強かったように思われます。本来は民間であるはずの社会福祉法人でさえ、措

置制度においては官の下請け的な役割に甘んじ、民間の良さを発揮しきれない面が見られました。 
 そこで、新たな制度体系を設計するに当たっては、「パブリック」概念に関して次のようなポイント

を押さえておくことが必要だと考えます。 
○サービス提供の仕組み全体に国・都道府県・市町村が関与し、仕組み（システム）レベルでパブリッ

ク性を担保する（制度の枠組みに公的な性格を持たせる） 
○パブリック性の担保については、制度設計そのものを含めて、一定水準の質を保つための基準や保育

環境の整備、評価の仕組みの導入、セーフティネットの構築などが考えられる 
○サービス提供の仕組みの中で、個々のサービス提供者は公営・民営を問わず、必要に応じて企業やＮ

ＰＯなど多様な参入を認める（公的な仕組みの中で多様で効率的なサービス提供を目指す） 
○多様な参入を認めた上で、提供されるサービスが提供主体の如何に関わらず、機能としてパブリック

な性格を持つよう、サービス提供の新たなルールづくりを行う 
○上述の「すべての子どもの最善の利益の保障」や「未来への有効な投資」という理念をパブリック概

念のベースに据え、サービス提供のルールづくりの基本とする 
 言い換えると、新しいパブリック概念に基づいたサービス提供の仕組みとして、単なる市場原理（競

争原理）や規制改革に委ねるのではなく、公的な制度の枠組みの中で一定の市場メカニズムを作用させ

ることで、質の担保と利用者の選択の拡大と効率性の追求を図ることができるのではないかと思います。

これは先の会議で示された「準市場メカニズム」の発想とも一致します。また、公的な仕組み故に公費

を投入する根拠にもなるし、その点からもパブリックとしての国のナショナル・ミニマム、地方自治体

のローカル・オプティマムのバランスの在り方を改めて検討する必要があると考えます。 
 なお、保育の質を担保するためには、以下のような構成要件が考えられます。 
○質を支える仕組み 
・保育内容（保育所保育指針など） 
・保育従事者（保育士、看護師など） 
・保育環境（職員配置、施設設備など） 
・評価、監査 

○アウトカム評価に関して 
 ・子どもの心身の健康と発達 
 ・子どもの体力や運動能力 
 ・望ましい生活習慣や生活リズム 
 ・人間関係力 
 ・理解する態度や表現力 
 ・保護者満足度など 
 これらについては、エビデンス・ベースの議論が展開できるよう、今後の実証的な研究が積み重ねら

れることを期待したいと思います。 
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〔サービスの質の確保と量的拡大〕 
 やみくもに量的拡大を図れば質の低下は避けられず、質の充実を必要以上に重視すれば量的拡大は見

込めないといったように、質と量の関係は一種のトレードオフの関係にあります。この矛盾しかねない

課題を克服するためには、次のような方策を講じる必要があると考えます。 
○量的拡大のためには、全国にあまねく存在する認可保育所の活用をベースにしつつ、企業やＮＰＯ、

家庭的保育者など多様な主体の参入を促す必要がある 
○その際、サービス提供者（施設など）ではなくサービス機能に着目し、公立・私立、幼稚園・保育所、

認可・認可外、施設・非施設、定型・非定型といった従来の対立的な概念に囚われず、包括的、総合

的なサービス提供の体系を構築する必要がある 
○こうした量的拡大を図る際に、併せて質の確保・向上につながる仕組みやルールを構築することが求

められる 
○質の確保については、上記の「質を支える仕組み」を総合的に検討し、認可保育所に限らず一定の条

件整備をサービス提供のルールとして確立する 
○その際、いわば外形的な事前規制とも言われる最低基準だけでなく、サービス提供のプロセスやアウ

トカムに関するチェックや評価を行うことを検討する 
○質に関しては、向上を図る視点だけでなく、質の低下を防ぐ発想から、一定のセーフティネットの在

り方も検討する必要がある 
 
〔いくつかの具体的提案〕 
 以上、理念やサービス提供の仕組みなどについて、基本的な考えを述べさせていただいた上で、特に

保育サービスに関して個別具体的な課題に関していくつかの提案をいたします。 
○「すべての子ども」という理念を踏まえて、「保育に欠ける」要件を見直し、保育サービスを必要と

する程度（緊急性、必要性など）を十分に考慮しながら、「欠ける」という概念を変更する 
○その際、虐待や社会的養護の関係にも配慮し、最低限の措置要件を残す 
○保育所の利用方式に関しても、他の保育・子育て支援サービスとの整合性を図るとともに、保育に欠

けない子どもの入所も可能にするため、新たな財源の確保を前提に、基本的に保護者とサービス提供

者との契約に改める 
○その際、施設側による逆選択が行われないよう、一定の応諾義務を課すなどセーフティネットを構築

する 
○また、保護者の都合による恣意的な選択が過度に行われないよう、「子どもの最善の利益」という観

点を重視した仕組みを工夫する 
○これらの改革を行う場合、認定こども園の仕組みと実際の状況を参考に、市町村等が一定の関与をす

るなど「パブリック」の要素を組み込む 
○認定こども園の普及促進が求められていることから、上述の理念を活かした認定こども園制度となる

よう、その在り方や運用改善を検討する 
○保育所と幼稚園の関係については、教育基本法改正により幼児期の教育について規定されるとともに、

幼児教育の無償化が検討されていることも踏まえて、またＯＥＣＤの幼児教育に関する考えも含めて、

あるいは小学校との連携・接続や放課後児童クラブなどとの関係も含めて、総合的に検討する必要が

ある 
 








